
は

じ

め

に

筆
者
は
、
藩
法
研
究
会
編

『

近
世
刑
事
史
料
集
１

盛
岡
藩』

(

創
文
社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
編
集
担
当
の
一
人
と
し
て

刊
行
に
携
わ
っ
た
が
、
編
集
作
業
の
過
程
で
盛
岡
藩
の
刑
事
法
典
で
あ
る

｢

文
化
律｣

や
法
令
集

｢

御
家
被
仰
出｣

、
家
老
席
を
は

じ
め
と
す
る
諸
職
の
記
録
た
る

｢

雑
書｣

と
の
記
述
の
比
較
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
同
書
の
編
集
代
表
を
つ
と
め
た
谷
口
昭
氏
に
よ
っ
て
一
定
の
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り

(

�)

、
重
ね
て
述

べ
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
幕
藩
権
力
以
外
の
立
場
で
作
成
さ
れ
た
文
書
の
記
述
と
比
較
し
、
異
同
を
検
討
す

る
こ
と
も
事
件
の
内
容
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
た
事
件
に
対
す
る
各
当
事
者
の
見
方
の
違
い
を
知
る
た
め
に
も
全
く
無
駄
な
こ
と

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
対
象
を
文
化
年
間
に
お
け
る
強
訴
徒
党
に
関
す
る
事
件
と
し
て
、｢
文
化
律｣

や

｢

御
家
被
仰
出｣

、｢

雑
書｣

と
い
っ
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た
諸
史
料
の
記
述
を
み
な
が
ら
、｢

刑
罪｣

に
あ
る
当
該
事
件
の
記
述
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

(
�)

藩
法
研
究
会
編

『

近
世
刑
事
史
料
集
Ⅰ

盛
岡
藩』

(

創
文
社
、
二
〇
〇
六
年
）
解
題
お
よ
び
谷
口
昭

｢

盛
岡
藩

｢

刑
罪｣

考｣

(『
名
城
法
学』

第
五
六
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
特
に
後
者
に
お
い
て
、｢

刑
罪｣

全
四
十
九
冊
が
部
類
に
よ
り
編

成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
編
年
記
録
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
両
者
の
関
係
を
分
析
し
、

ま
た

｢
刑
罪｣

の
記
述
形
式
や
使
わ
れ
て
い
る
文
言
等
を
手
が
か
り
に
、｢

御
家
被
仰
出｣

や

｢

文
化
律｣

と
の
関
係
を
論
ず
る
。
さ
ら

に
、｢

雑
書｣
の
記
述
と
の
比
較
か
ら
盛
岡
藩
に
お
け
る
公
文
書
編
纂
の
要
と
な
る
存
在
と
し
て
目
付
所
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
谷

口
氏
は

｢

刑
罪｣
の
編
纂
部
署
あ
る
い
は
文
書
相
互
比
較
を
通
じ
た
参
照
関
係
の
分
析
を
中
心
と
さ
れ
た
が
、
本
稿
は
、
ご
く
一
部
で
は

あ
る
が
、｢

刑
罪｣

の
記
述
内
容
に
踏
み
込
ん
で
、
他
の
藩
庁
文
書
と
の
比
較
を
通
じ
て
分
析
を
試
み
た
。

第
一
章

文
化
年
間
の

｢
刑
罪｣

に
お
け
る
強
訴
徒
党
事
件
の
採
録
状
況

文
化
年
間
だ
け
に
限
っ
て
も
、｢

刑
罪｣
に
は
五
巻
に
わ
た
っ
て
判
決
記
録
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
採
録
事
件
数
は
四
〇
〇
件
を

超
え
る
。
た
だ
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
数
は
か
か
る
時
期
の
盛
岡
藩
が
下
し
た
判
決
の
全
て
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
何
ら

か
の
形
で
の
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
問
題
は
ど
の
よ
う
な
基
準
を
も
っ
て
あ
る
事
件
を
採
録
し
た
り
、

捨
て
た
り
し
た
の
か
で
あ
る
が
、
事
件
そ
の
も
の
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
よ
り
大
き
か
っ
た
も
の
を
採
録
し
た
と
は
い
え
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
文
化
年
間
の
一
揆
と
し
て
、
文
化
元
年
十
月
、
飯
岡
通
と
厨
川
通
合
わ
せ
て
十
八
ヶ
村
の
百
姓
が
蜂
起
し
、
貸
主
に

対
し
て
年
賦
払
い
を
要
求
し
た
う
え
、
厨
川
通
の
百
姓
二
百
名
ほ
ど
が
盛
岡
城
下
に
ま
で
押
し
か
け
た
と
こ
ろ
を
代
官
に
押
し
と
ど

め
ら
れ
て
帰
村
、
そ
の
後
の
吟
味
に
よ
り
、
打
首
や
牛
滝
へ
の
追
放
を
含
む
厳
し
い
処
罰
が
下
さ
れ
た
と
い
う
い
わ
ゆ
る
借
銭
年
賦
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要
求
一
揆
が
あ
る
。
こ
の
当
時
困
窮
す
る
武
士
に
対
す
る
救
済
策
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
、
借
銭
を
年
賦
払
い
に
し
て
返
済
を
猶
予
せ

し
め
る
と
い
う
法
令
の
効
力
を
一
般
庶
民
へ
の
適
用
を
要
求
す
る
と
い
う
も
の
で
、
死
刑
お
よ
び
そ
れ
に
次
ぐ
最
も
重
い
追
放
刑
に

処
せ
ら
れ
た
者
を
出
し
た
大
き
な
事
件

(

�)

で
は
あ
っ
た
が
、
該
当
す
る
時
期
の

｢

刑
罪｣

に
は
、
こ
の
事
件
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、｢
刑
罪｣

と
の
具
体
的
な
比
較
は
第
四
章
で
行
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
に
関
す
る

｢

雑
書｣

の
記
述
を
見
る
と
、
若

干
長
文
に
わ
た
る
が
、
文
化
二
年
十
一
月
十
七
日
付
で
、

百
姓
共
何
事
ニ
不
寄
大
勢
寄
集
、
諸
願
事
企
騒
立
候
を
徒
党
、
強
訴
と
申
候
て
、
前
々
御
法
度
ニ
て
従
公
儀
度
々
被
仰
出
其
節
々

被
相
触
、
於
御
国
も
厳
敷
被
仰
出
候
付
、
末
々
御
百
姓
共
迄
心
得
居
候
事
候
処
、
右
被
仰
出
を
取
失
、
大
勢
申
合
騒
立
、
同
意

不
致
も
の
ハ
其
者
之
居
宅
を
打
毀
、
或
は
火
を
附
候
抔
と
申
向
お
ど
し
候
て
、
無
理
ニ
同
意
為
致
候
儀
も
有
之
、
近
年
花
巻
寺

林
通
台
村
御
百
姓
共
、
夫
伝
馬
割
合
之
儀
ニ
付
、
同
所
松
山
寺
住
僧
留
守
之
処
へ
大
勢
寄
集
取
騒
候
付
、
御
捕
押
御
吟
味
之
上
、

当
人
ハ
打
首
獄
門
被
仰
付
、
其
以
下
之
も
の
共
重
キ
御
片
付
被
仰
付
候
、
右
等
之
儀
何
も
承
居
可
申
事
ニ
候
処
、
存
知
不
申
者

も
有
之
か
、
去
冬
飯
岡
通
十
一
ヶ
村
、
厨
川
通
八
ヶ
村
之
内
七
ヶ
村
御
百
姓
共
、
金
主
へ
借
銭
年
済
申
懸
候
た
め
大
勢
申
合
、

同
意
不
致
者
へ
は
理
不
尽
之
致
方
有
之
、
押
て
同
意
為
致
、
数
百
人
寄
集
騒
立
候
上
、
厨
川
通
之
者
共
ハ
御
城
下
市
中
迄
罷
出
、

大
胆
至
極
之
致
方
ニ
付
、
主
立
候
も
の
共
御
捕
押
、
御
吟
味
之
上
、
頭
人
之
内
別
て
重
立
大
胆
之
儀
有
之
飯
岡
通
上
太
田
村
与

吉
、
厨
川
通
上
厨
川
十
之
助
両
人
、
今
般
打
首
被
仰
付
、
飯
岡
通
中
太
田
村
喜
作
、
久
蔵
両
人
ハ
差
続
候
大
胆
之
者
共
ニ
付
打

首
可
被
仰
付
、
其
以
下
之
者
共
何
も
重
キ
御
片
付
可
被
仰
付
候
得
共
、
以
御
慈
悲
死
罪
并
一
等
を
御
宥
御
追
放
、
住
居
御
構
等

被
仰
付
候
、
尤
厨
川
村
之
内
下
厨
川
村
之
者
、
右
徒
党
ニ
加
不
罷
出
旨
相
聞
得
、
兼
々
被
仰
出
相
守
、
心
得
宜
事
と
被
召
置
候
、

却
て
願
筋
ハ
肝
煎
、
老
名
を
以
御
代
官
へ
申
出
候
ハ
バ
、
御
吟
味
之
上
願
之
品
ニ
寄
、
尤
之
儀
ニ
候
ハ
バ
、
願
筋
御
取
上
被
成
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候
事
ニ
候
、
大
勢
申
合
騒
立
、
徒
党
強
訴
致
候
得
ハ
、
何
事
も
願
筋
相
叶
候
候
も
の
と
心
得
候
儀
、
軽
キ
者
共
と
乍
申
、
甚
以

不
埒
之
事
ニ
候
、
従
広
義
被
仰
出
候
通
、
徒
党
、
強
訴
候
得
ハ
、
仮
令
可
叶
願
筋
ニ
て
も
理
非
ニ
不
拘
、
頭
人
ハ
不
及
申
、
夫
々

重
き
御
仕
置
被
仰
付
候
事
ニ
候
、
然
ル
時
ハ
父
母
妻
子
等
迄
往
々
路
頭
相
立
、
永
歎
ニ
相
成
不
便
成
事
ニ
候
、
畢
竟
兼
々
被
仰

出
等
閑
ニ
存
居
候
処
よ
り
、
重
キ
不
調
法
出
候
事
ニ
候
間
、
末
々
之
者
迄
熟
と
申
含
、
被
仰
出
急
度
相
守
、
右
躰
心
得
違
之
儀

無
之
様
、
御
代
官
も
認
精
令
教
諭
、
肝
煎
、
老
名
と
も
よ
り
入
江
小
沢
之
者
共
へ
も
得
と
可
申
合
候
、
何
儀
成
共
企
事
致
候
も

の
有
之
候
ハ
ヽ
、
親
類
は
勿
論
組
合
迄
不
調
法
被
仰
付
候
間
、
心
得
違
無
之
様
可
為
仕
旨
被
仰
出

(

�)

、

と
、
前
年
の
百
姓
騒
動
に
触
れ
、｢

重
立｣

た
る
百
姓
た
ち
に
対
し
て
、
打
首
や
追
放
を
含
む
厳
し
い
処
罰
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
記

録
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、｢

被
仰
出｣

に
則
っ
た
請
願
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
盛
岡
藩
当
局

に
と
っ
て
重
大
な
事
件
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
厳
し
い
処
罰
が
強
訴
主
導
者
に
下
さ
れ
て
い
る
事
件
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公

式
の
判
例
集
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
以
外
に
つ
い
て
も
、『

編
年
百
姓
一
揆
史
料
集
成』

所
収
の
百
姓
一
揆
年
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
一
揆
十
七
件
の
う
ち
、｢

刑

罪｣

に
採
録
さ
れ
て
い
る
事
件
は
、
わ
ず
か
三
件
で
あ
る
。
一
揆
全
て
に
つ
い
て
処
罰
さ
れ
た
者
が
出
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と

か
ら
、
そ
も
そ
も

『

刑
罪』

に
採
録
さ
れ
る
可
能
性
の
な
い
も
の
が
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
処
罰
さ
れ
る
者
が
出
て
い
な
が
ら
、
何
ら
か
の
理
由
で
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
強
訴
徒
党
事
件
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
る

の
は
そ
う
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
推
測
に
と
ど
ま
る
が
、
比
較
的
重
大
な
事
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
一
種
の
政
治
的
な
配

慮
で
藩
の
公
式
記
録
そ
の
も
の
に
掲
載
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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(

�)

森
嘉
兵
衛

｢

南
部
藩
百
姓
一
揆
の
研
究｣

第
六
章
第
四
節
文
化
元
年
厨
川
・
飯
岡
通
徳
政
一
揆
（『

森
嘉
兵
衛
著
作
集』

第
七
巻

（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
四
年
）
所
収
）

(
�)
青
木
虹
二
編

『

編
年
百
姓
一
揆
史
料
集
成』

(

三
一
書
房
、
一
九
八
一
年
）
一
三
八
頁

第
二
章

｢

文
化
律｣

規
定
に
お
け
る
強
訴
徒
党
の
処
罰

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
制
定
さ
れ
た

｢

文
化
律｣

で
は
、｢

強
訴
徒
党
并
逃
散
百
姓
御
仕
置
之
事｣

と

い
う
一
章
が
設
け
ら
れ
、｢
強
訴
徒
党
致
候
者｣

の
う
ち
、｢

頭
取｣

は
死
罪
、｢

引
続
候
者｣

と

｢

肝
入｣

は
重
追
放
、｢

惣
百
姓｣

は

｢

村
応
し｣

過
料
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
文
化
律
の
も
と
と
な
っ
た

｢

公
事
方
御
定
書｣

に
お
け
る
規
定
は
、

｢

地
頭
江
対
し
強
訴
其
上
致
徒
党
逃
散
之
百
姓
御
仕
置
之
事｣

の
章
に
お
い
て
、｢

頭
取｣

が
死
罪
、｢

名
主｣

が

｢

重
キ
追
放｣

、

｢

組
頭｣

は

｢

田
畑
取
上｣

の
う
え
所
払
、｢
惣
百
姓｣

は

｢

村
高
ニ
応
し｣

過
料
と
な
っ
て
い
る

(

�)

。

｢

文
化
律｣

は

｢

公
事
方
御
定
書｣

の
同
規
定
か
ら
組
頭
に
関
す
る
規
定
を
削
っ
て
い
る
他
は
、
ほ
ぼ
そ
れ
ら
を
踏
襲
し
た
形
で

強
訴
徒
党
に
関
す
る
法
定
刑
を
規
定
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、｢

公
事
方
御
定
書｣

に
は
そ
れ
に
続
い
て
、｢

但
、
地
頭
申
分
非

分
有
之
ハ
、
其
品
ニ
応
し
一
等
も
二
等
も
軽
ク
可
相
伺
、
未
進
於
無
之
ハ
、
重
キ
咎
に
不
及
事｣

と
い
う
但
書
が
あ
り
、
さ
ら
に

｢

従
前
々
之
例｣

と
し
て
、
騒
動
を

｢

差
押｣

え
、｢

不
為
加
徒
党｣
か
っ
た
村
役
人
に
対
し
て

｢

御
褒
美
銀｣

を
与
え
、
あ
る
い
は

｢

其
身
一
生
帯
刀
い
た
し
、
名
字
は
永
ク
可
為
名
乗｣

る
と
す
る
記
述
が
あ
る
が

(

�)

、｢

文
化
律｣

に
そ
の
よ
う
な
規
定
は
存
在
せ
ず
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
地
頭
の
非
分
を
考
慮
し
な
い
強
訴
徒
党
に
対
す
る
処
罰
の
厳
し
さ
が
目
立
つ
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、｢

文
化
律｣

で
は
、｢

公
事
方
御
定
書｣

を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
法
定
刑
の
規
定
に
続
い
て
、
宝
暦
八
年
五
月
、
享
保
十
六
年
六
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月
、
同
三
月
、
宝
暦
四
年
五
月
、
天
明
四
年
十
二
月
、
寛
政
十
二
年
二
月
、
文
化
二
年
十
月
、
正
徳
五
年
二
月
、
延
享
二
年
十
二
月
、

天
明
三
年
十
二
月
に
お
け
る
例
を
挙
げ
る
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、｢

頭
取｣
｢

頭
人｣

を

｢

死
罪｣

｢

打
首｣

｢

獄
門｣

と
す
る
大

変
厳
し
い
処
罰
で
あ
り
、
事
情
に
よ
り
減
軽
す
る
と
い
う
内
容
の
も
の
を
含
ま
な
い

(

�)

。

さ
ら
に
寛
政
十
二
年
十
二
月
二
八
日
の
例
書
で
は
、
大
槌
代
官
所
の
百
姓
が

｢

御
免
地｣

を
願
っ
て
大
勝
院
に
依
頼
、
そ
れ
に
か

か
わ
っ
た
大
勝
院
は

｢

寺
院
之
身
分
ニ
而
百
姓
共
願
筋
江
深
く
立
入
候
儀
、
無
調
法
至
極
ニ
付
、
於
本
寺
差
扣
被

仰
付｣

と
す
る

記
述

(

�)

も
あ
り
、
百
姓
の
訴
に
対
す
る
寺
院
の
仲
介
、
関
与
を
強
く
牽
制
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

｢

文
化
律｣

制
定
当
時
の
南
部
利
敬
藩
主
期
は
、
目
安
箱
制
度
が
機
能
し
て
領
民
も
そ
の
支
配
に
よ
く
服
し
、｢

御
法
度
を
犯
す

無
調
法
人
稀
々
に
は
有
と
雖
、
曽
て
死
刑
に
処
せ
ら
る
ゝ
程
の
極
罪
人
絶
て
な
く｣

と

｢

飢
饉
考｣

に
記
さ
れ
る
よ
う
な
状
況

(

�)

で
あ

り
、
ま
た
民
衆
の
願
筋
に
対
し
て
は
た
だ
弾
圧
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
願
の
趣
旨
を
よ
く
聴
取
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
訓
令
が

発
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
一
揆
的
陳
情
が
増
え
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
刑
法
典
に
お
け
る
集
団
的
民
衆
蜂
起
に
対
す
る
処

罰
規
定
は
、
母
法
た
る
幕
府
法
に
比
べ
て
同
等
か
、
あ
る
い
は
事
情
に
よ
る
減
軽
の
可
能
性
を
明
示
し
な
い
分
だ
け
厳
し
い
も
の
で

あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

(

�)(

�)(

�)

中
澤
巷
一
監
修
・
京
都
大
学
日
本
法
史
研
究
会
編

『

藩
法
史
料
集
成』

(

創
文
社
、
一
九
八
〇
年
）
七
四
頁

(

�)

司
法
省
蔵
版
・
法
制
史
学
会
編
・
石
井
良
助
校
訂

『

徳
川
禁
令
考』

別
巻
（
創
文
社
、
一
九
六
一
年
）
七
一
頁

(

�)

例
え
ば
、
文
化
二
年
十
月
二
十
七
日
例
で
は
、｢

借
銭
有
之
処
、
年
済
申
懸
候
為
大
勢
申
合
、
不
用
意
之
者
江
も
押
て
申
勧
、
数
百

人
集
、
町
中
江
罷
出
、
騒
動
致
候
者｣

に
関
し
、｢

引
続
候
者｣

に
対
し
て

｢

牛
滝
・
九
艘
泊
・
三
戸
・
大
廻
（
迫
カ
）
追
放｣

を
申
し

付
け
た
事
例
を
挙
げ
て
お
り
、｢

刑
罪｣

に
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
例
と
し
て
重
要
な
先
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た

時
間
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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(

�)

横
川
良
助

『

飢
饉
考』

(

岩
手
史
叢
第
八
巻
、
森
嘉
兵
衛
監
修
、
岩
手
県
文
化
財
愛
護
協
会
、
一
九
八
四
年
六
月
）

第
三
章

｢

刑
罪｣

に
み
る
文
化
年
間
に
お
け
る
強
訴
徒
党
事
件
の
処
罰
状
況

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、｢

刑
罪｣

に
採
録
さ
れ
る
強
訴
徒
党
事
件
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
数
少
な
い
採
録
事

件
に
関
す
る
記
述
を
時
系
列
順
で
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
節

文
化
十
一
年
七
月
〜
八
月
宮
古
通
代
官
所
に
お
け
る
蔵
入
地
願
に
関
す
る
処
罰

文
化
十
一
年
六
月
に
宮
古
通
中
里
村
・
中
島
村
・
摂
待
村
の
百
姓
合
わ
せ
て
九
十
八
人
が
、
代
官
中
里
治
右
衛
門
の
苛
斂
誅
求
を

理
由
と
し
て
蔵
入
地
へ
の
編
入
を
求
め
強
訴
し
、
そ
の
訴
え
は
認
め
ら
れ
た

(

�)

。

こ
の
件
に
関
し
、｢

刑
罪｣

は
、
代
官
中
里
治
右
衛
門
に
つ
い
て
、
ま
ず
同
年
七
月
二
十
八
日
付
で

知
行
所
宮
古
通
御
代
官
所
之
内
、
中
里
村
百
姓
共
願
筋
有
之
、
数
人
御
代
官
所
迄
罷
出
候
付
、
御
内
々
申
上
、
御
徒
目
付
被
遣

被
仰
含
候
得
共
得
心
不
仕
、
弥
増
差
募
候
趣
、
私
取
扱
方
不
行
届
儀
恐
入
差
扣
願
出
、
願
之
通
差
扣
被
仰
付
、
以
御
目
付
申
渡

之
、

と
、
本
人
か
ら
の
願
出
を
承
け
て
差
扣
を
命
じ
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
年
八
月
二
十
三
日
付
で
、

其
方
知
行
宮
古
御
代
官
所
之
内
、
中
里
村
・
摂
待
村
・
中
島
村
百
姓
共
、
此
度
訴
訟
か
ま
し
く
騒
立
候
ニ
付
、
一
先
御
吟
味
被

遂
候
処
、
対
地
頭
難
相
勤
筋
有
之
、
御
蔵
入
地
ニ
被
成
下
度
段
申
上
候
、
畢
竟
其
方
平
常
百
姓
共
取
扱
不
宜
、
且
過
役
等
も
申
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付
、
不
正
之
筋
も
相
聞
得
、
被
仰
付
様
も
有
之
候
得
共
、
御
憐
愍
を
以
右
三
ヶ
村
知
行
所
御
取
上
、
御
金
方
を
以
被
下
置
、
差

扣
御
免
被
成
旨
被
仰
出
、

普
段
か
ら
百
姓
に
対
す
る

｢

取
扱｣

が
悪
く
、｢

過
役｣

を
申
し
付
け
た
り
、｢

不
正
之
筋｣

も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し

て
知
行
所
を
取
り
上
げ
ら
れ
、｢

御
金
方
を
以
被
下
置｣

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
中
里
治
右
衛
門
は

｢

表
御
目
付
御
免
被

成｣

旨
、
目
付
を
通
じ
て
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
九
十
八
人
と
比
較
的
小
規
模
で
は
あ
る
が
、
蔵
入
地
へ
の
編
入
を
求
め
て
直
訴
し
た
百
姓
側
に
対
す
る
取
り
扱
い
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。｢

国
法｣

通
り
の
処
罰
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
頭
取
は
死
罪
、
名
主
は
重

追
放
、
惣
百
姓
に
対
し
て
は
村
高
に
応
じ
て
過
料
を
申
し
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
該
百
姓
の
処
罰
に
関

す
る
記
述
は

｢

刑
罪｣

に
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
処
罰
の
事
実
が
全
く
確
認
で
き
な
い
か
と
い
う
と
、
別
の
文
書
に
そ
れ

に
関
す
る
記
述
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
節

文
化
十
二
年
四
月
八
幡
・
寺
林
・
鬼
柳
・
黒
沢
尻
・
二
子
・
万
丁
目
通
に
お
け
る
買
上
米
を
め
ぐ
る
一
揆
に
関
す

る
処
罰

こ
の
事
件
は
、
文
化
十
二
年
四
月
、
八
幡
・
寺
林
両
通
の
百
姓
数
百
人
が
、
和
賀
川
改
修
工
事
に
使
役
す
る
人
夫
の
徴
発
や
藩
が

買
い
上
げ
る
米
の
代
金
を
百
姓
に
支
払
う
前
に

｢

春
役
銭｣

を
取
り
立
て
、
そ
の
挙
げ
句
門
役
銭
、
窓
税
な
ど
の
新
た
な
税
負
担
を

強
い
た
こ
と
に
抗
議
し
て
盛
岡
城
下
に
押
し
か
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
盛
岡
に
入
る
前
見
前
通
で
代
官
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の
説
得
を
受
け
、
あ
る
い
は
そ
の
先
の
仙
北
朝
で
目
付
・
勘
定
頭
と
一
揆
勢
と
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
翌
五
月
に
は
之

が
鬼
柳
・
黒
沢
尻
・
二
子
・
万
丁
目
の
四
つ
の
通
に
波
及
、
千
人
ほ
ど
の
百
姓
が
津
志
田
に
ま
で
押
し
か
け
る
結
果
と
な
り
、
半
島

曲
は
一
揆
勢
の
要
求
を
検
討
し
、
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
事
態
と
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
に
関
す
る

｢

刑
罪｣

の
記
述

(

�)

で
あ
る
が
、
四
月
二
十
九
日
付
で
八
幡
・
寺
林
通

｢

帳
付｣

に

去
秋
御
買
米
一
件
ニ
付
、
御
吟
味
之
筋
有
之
候
間
、
右
御
吟
味
中
差
扣
被
仰
付
、
親
類
組
合
見
守
被
仰
付
、

肝
入
に
対
し
て
は
、

右
同
断
被
仰
付
、
書
付
栃
内
瀬
左
衛
門
江
相
渡
之
遣
之
、

八
幡
・
寺
林
通
代
官
黒
沢
喜
兵
衛
に
は

去
秋
御
買
米
一
件
ニ
付
、
御
吟
味
之
筋
有
之
候
間
、
右
御
吟
味
中
指
扣
被
仰
付
、

さ
ら
に
、
御
前
・
向
中
野
通
代
官
駒
ヶ
嶺
六
郎
（
前
の
八
幡
・
寺
林
通
代
官
）
に
は
、

八
幡
寺
林
通
御
代
官
勤
中
、
去
秋
御
買
米
一
件
ニ
付
、
御
吟
味
之
筋
有
之
候
間
、
右
御
吟
味
中
差
扣
被
仰
付
、

翌
五
月
朔
日
に
は
、
松
田
小
十
郎
（
前
の
八
幡
通
代
官
）
に
対
し
て
、

不
念
之
筋
有
之
ニ
付
、
指
扣
被
仰
付
、

と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
差
扣
が
命
じ
ら
れ
た
。

そ
の
後
翌
五
月
六
日
付
に
て
、
黒
沢
喜
兵
衛
に
対
し
て

在
々
百
姓
共
願
筋
等
有
之
節
、
御
代
官
迄
申
出
候
様
兼
而
御
沙
汰
被
成
置
候
所
、
此
度
支
配
所
百
姓
共
願
向
有
之
趣
ニ
而
大
勢

申
合
、
御
城
下
近
辺
迄
及
出
訴
候
段
、
畢
竟
其
方
儀
兼
而
取
扱
向
不
行
届
、
等
閑
ニ
勤
筋
有
之
候
処
・
右
躰
之
儀
出
来
、
不
埒
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至
極
候
、
依
之
御
役
被
召
放
、
身
帯
之
内
半
地
御
取
上
被
成
候
旨
被
仰
出
、

と
、｢
取
扱
不
行
届｣

お
よ
び

｢

勤
筋
等
閑｣

を
理
由
と
し
て
、
役
儀
を
召
放
ち
、｢

身
帯
半
地
取
上｣

と
い
う
処
分
が
下
さ
れ
、
ま

た
、
松
田
小
十
郎
に
対
し
て
は
、

在
々
百
姓
共
願
筋
等
有
之
節
、
御
代
官
迄
願
出
候
様
先
達
而
御
沙
汰
被
成
置
候
処
、
此
度
支
配
所
百
姓
共
大
勢
申
合
、
願
向
有

之
趣
ニ
而
御
城
下
近
辺
迄
罷
出
候
儀
、
当
時
其
方
役
所
詰
合
之
事
ニ
も
候
得
は
、
別
而
無
油
断
致
見
分
、
不
罷
出
様
取
鎮
方
も

可
有
之
処
無
其
儀
、
畢
竟
平
常
心
得
方
不
行
届
、
等
閑
之
勤
筋
之
所
・
右
躰
ニ
も
至
候
儀
、
不
埒
至
極
ニ
候
、
依
之
御
役
被

召
放
、
身
帯
之
内
半
地
御
取
上
被
成
旨
被
仰
出
、

す
な
わ
ち
、
百
姓
た
ち
が
盛
岡
城
下
近
辺
に
押
し
か
け
た
際
、
こ
れ
を
鎮
圧
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
こ
と
に
つ
い
て

｢

平
常
心
得
方

不
行
届｣

｢

等
閑
之
勤
筋｣

で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
た
役
儀
を
召
放
ち
、｢

身
帯
半
地
取
上｣

と
い
う
処
分
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ

た
。

さ
ら
に
、
五
月
八
日
に
は
、
駒
ヶ
嶺
六
郎
に
対
し
、

八
幡
寺
林
通
百
姓
共
願
之
儀
有
之
、
大
勢
申
合
御
城
下
近
辺
迄
罷
出
候
ニ
付
、
願
筋
御
役
人
共
承
届
候
処
、
去
秋
御
買
米
割
増

も
有
之
趣
申
出
候
、
御
買
米
割
付
候
段
、
其
方
八
幡
寺
林
通
御
代
官
勤
番
ニ
而
専
ら
取
扱
候
処
、
帳
付
与
六
と
申
者
江
な
れ
合
、

私
欲
奸
曲
之
企
を
以
割
増
有
之
由
相
聞
得
、
不
埒
至
極
不
似
士
分
勤
方
ニ
付
、
厳
敷
御
糺
之
上
、
重
く
御
片
付
可
被
仰
付
候
得

共
、
御
憐
愍
を
以
御
代
官
被
召
放
、
身
帯
・
家
屋
敷
御
取
上
被
成
旨
被
仰
出
、

前
年
秋
の
買
米
に
つ
い
て
、
帳
付
与
六
と
結
託
し
て

｢

私
欲
奸
曲
之
企
を
以｣
割
増
の
申
し
出
を
し
た
か
ど
で
代
官
役
を
召
放
ち
、

身
帯
お
よ
び
家
屋
敷
を
取
り
上
げ
る
処
分
が
下
さ
れ
た
。

法と政治 62巻 1号 (2011年 4月)

論

説

584

一
二
六

Ⅱ



ま
た
、
黒
沢
喜
兵
衛
に
対
し
て
は
、
同
月
朔
日
の
処
分
に
加
え
、

其
方
儀
、
八
幡
寺
林
通
御
代
官
勤
中
、
去
秋
御
買
米
被
仰
付
候
節
、
同
役
駒
嶺
六
郎
帳
付
与
六
と
申
者
江
な
れ
合
、
御
買
米
割

増
も
有
之
、
私
欲
姦
曲
之
取
計
、
同
役
之
其
方
一
切
不
致
筋
も
有
之
間
敷
処
、
畢
竟
私
欲
ニ
も
た
れ
同
意
い
た
し
、
打
捨
置
候

儀
と
相
聞
得
、
不
埒
至
極
無
調
法
ニ
付
、
被
仰
付
様
も
有
之
候
得
共
、
御
憐
愍
を
以
閉
門
被
仰
付
、

同
役
駒
ヶ
嶺
六
郎
に
同
意
し
、｢

打
捨
置｣

い
た
こ
と
を
も
っ
て
、
閉
門
に
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
る
。

同
年
五
月
に
入
っ
て
、
八
幡
・
寺
林
通
の
騒
動
に
波
及
し
て
起
こ
っ
た
、
残
り
の
通
の
百
姓
騒
動
に
つ
い
て
は
、
五
月
二
十
九
日

付
で
、
鬼
柳
・
黒
沢
尻
代
官
の
神
匡
に
対
し
て
、

支
配
所
百
姓
共
願
筋
有
之
ニ
付
、
近
在
迄
数
人
申
合
罷
出
候
儀
、
兼
々
取
扱
方
厳
敷
被
仰
付
候
処
、
御
趣
意
取
失
ひ
行
届
不
申

候
付
、
差
扣
被
仰
付
、

と
、
第
一
次
的
に
差
扣
が
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
は
七
月
朔
日
に
差
扣
御
免
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
六
月
二
日
に
神
匡
、
梁
田
和
左
衞
門
の
両
名
に

｢

鬼
柳
・
黒
沢
尻
通
代
官
御
免｣

、
中
野
三
左
衞
門
、
鵜
飼
弥
三
右
衛

門
の
両
名
に
は
、｢

二
子
・
万
丁
目
通
代
官
御
免｣

、
田
鎖
忠
治
、
中
野
五
右
衛
門
の
両
名
に
は

｢

安
俵
・
高
木
通
代
官
御
免｣

が
仰

せ
付
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
前
日
鬼
柳
・
黒
沢
尻
通
代
官
を
免
ぜ
ら
れ
た
梁
田
和
左
衞
門
に
対
し
て
、

鬼
柳
黒
沢
尻
通
御
代
官
勤
中
、
支
配
所
百
姓
共
願
筋
有
之
付
、
近
在
迄
数
人
申
合
罷
出
候
儀
、
兼
々
取
扱
方
厳
敷
被
仰
付
置
候

御
趣
意
取
失
、
行
届
不
申
候
付
、
差
扣
被
仰
付
、

と
あ
る
よ
う
に
、
差
扣
の
処
分
が
下
さ
れ
、
同
月
九
日
前
の
二
子
・
万
丁
目
通
代
官
中
野
三
左
衞
門
・
鵜
飼
弥
三
右
衛
門
に
対
し
て
、
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｢
心
得
違
之
儀
有
之
趣
相
聞
得｣

と
し
て
差
扣
が
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。

最
終
的
に
は
、
七
月
朔
日
に
神
匡
、
同
三
日
に
梁
田
和
左
衞
門
、
七
月
九
日
に
は
木
村
勘
兵
衛
、
米
内
勝
左
衞
門
、
中
野
三
左
衞

門
、
鵜
飼
弥
三
右
衛
門
へ
、

其
方
共
儀
、
御
代
官
勤
中
支
配
鬼
柳
黒
沢
尻
・
日
詰
長
岡
・
二
子
万
丁
目
通
百
姓
共
大
勢
申
合
、
願
筋
有
之
趣
ニ
而
御
城
下
近

在
迄
罷
出
、
兼
而
御
代
官
共
江
も
百
姓
共
願
筋
等
有
之
候
而
も
、
大
勢
罷
出
不
申
様
可
仕
旨
厳
敷
御
沙
汰
被
成
置
候
、
随
而
其

方
共
其
頭
勤
懸
り
之
事
故
、
不
罷
出
様
誠
精
取
扱
方
も
可
有
之
処
、
不
行
届
次
第
不
調
法
ニ
付
、
指
扣
被
仰
付
置
、
猶
御
吟
味

も
被
成
、
重
く
被
仰
付
方
も
可
有
之
候
得
共
、
畢
竟
当
四
月
八
幡
寺
林
通
・
及
出
訴
候
儀
ニ
相
習
ひ
、
百
姓
共
心
得
違
之
筋
も

可
有
之
、
且
此
度
は
一
官
所
之
儀
ニ
も
不
限
、
外
其
方
共
私
曲
之
筋
等
も
不
相
聞
得
候
間
、
別
段
之
御
憐
愍
を
以
差
扣
御
免
被

成
旨
被
仰
出
、
御
目
付
江
申
渡
之

と
あ
る
よ
う
に
、
百
姓
に
対
す
る
不
行
届
お
よ
び
無
調
法
が
あ
っ
た
も
の
の
、
さ
き
だ
っ
て
発
生
し
た
八
幡
・
寺
林
通
の
騒
動
に
影

響
さ
れ
て
百
姓
が
騒
動
を
起
こ
し
た
と
考
え
ら
れ
、
一
代
官
所
の
範
囲
を
超
え
た
問
題
と
な
っ
た
こ
と
、
黒
沢
喜
兵
衛
・
駒
ヶ
嶺
六

郎
と
は
異
な
り
、｢

私
曲｣

が
あ
っ
た
と
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
差
扣
に
つ
い
て
御
免
と
な
っ
た
。

一
方
で
、
六
月
二
十
日
付
で
、
八
幡
・
寺
林
通
松
林
寺
村
の
肝
入
だ
っ
た
門
右
衛
門
に
対
し
て
、

其
方
儀
、
肝
煎
勤
中
御
村
方
�
御
買
米
取
扱
方
不
宜
、
不
埒
至
極
ニ
付
、
急
度
御
糺
明
可
被
成
、
一
先
鹿
角
江
御
追
放
、
向
�

御
引
付
被
成
候
所
、
此
度
以
御
慈
悲
無
御
糺
野
田
江
御
追
放
被
仰
付
候
条
、
御
城
下
并
他
御
代
官
所
江
立
入
候
ハ
ヽ
曲
事
可
被

仰
付
者
也

と
、
買
米
に
関
す
る
不
正
の
廉
で
、
は
じ
め
は
鹿
角
、
後
に
減
軽
さ
れ
て
野
田
へ
追
放
と
い
う
処
罰
が
下
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
事
件
は
、
藩
が
米
を
買
い
上
げ
る
買
米
制
度
に
関
し
て
、
役
銭
と
の
相
殺
や
新
税
の
導
入
な
ど
と
絡
ん
で
、
百
姓
た
ち
に
買

米
の
代
金
が
渡
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
起
こ
っ
た
百
姓
騒
動
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
買
米
に
関
す
る
代
官
・
肝
入
の

不
正
、
騒
動
の
鎮
圧
に
失
敗
し
た
代
官
の
不
行
届
、
と
い
う
形
で
関
係
者
が
処
罰
さ
れ
、
終
結
し
た
。

わ
ず
か
二
件
で
は
あ
る
が
、｢

刑
罪｣

の
記
述
か
ら
文
化
年
間
の
強
訴
徒
党
事
件
の
内
容
お
よ
び
事
件
処
理
に
つ
い
て
追
っ
て
み

た
。
上
で
見
た
よ
う
に
、｢

刑
罪｣

は
処
罰
対
象
者
の
罪
状
お
よ
び
終
局
処
分
の
み
を
羅
列
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
過

程
で
当
事
者
か
ら
の
願
出
あ
る
い
は
藩
か
ら
の
命
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
差
扣
な
ど
も
忠
実
に
記
録
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
記

録
さ
れ
て
い
る
の
が
、
事
件
お
よ
び
事
件
処
理
の
全
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
次
章
で
検
討
す
る
。

第
三
節

文
化
十
三
年
福
岡
通
足
沢
村
地
頭
排
斥
騒
動
に
関
す
る
処
罰

文
化
十
三
年
七
月
十
七
日
の
記
事

(

�)

で
、
南
伝
法
寺
村
次
郎
助
に
対
し
、

其
方
儀
、
大
勢
申
合
怪
敷
集
会
仕
候
旨
相
聞
得
候
之
間
、
遂
吟
味
候
処
、
一
向
宗
念
仏
信
仰
仕
、
人
数
江
申
進
メ
候
段
及
白
状

候
、
右
程
之
儀
は
兼
々
御
制
禁
候
間
、
急
度
被
仰
付
様
も
有
之
候
得
共
、
御
慈
悲
を
以
野
田
江
御
追
放
被
仰
付
候
条
、
御
城
下

并
他
御
代
官
処
江
立
入
候
ハ
ヽ
曲
事
可
被
仰
付
者
也
、

ま
た
、
同
村
足
沢
彦
蔵
知
行
所
百
姓
覚
之
丞
へ
、

其
方
儀
、
於
村
方
怪
敷
集
会
有
之
付
、
被
遂
御
吟
味
候
処
、
一
向
宗
信
仰
仕
、
集
会
之
節
専
世
話
仕
候
旨
及
白
状
候
、
右
程
之

儀
兼
々
御
制
禁
ニ
候
間
、
急
度
被
仰
付
様
も
有
之
候
得
共
、
御
慈
悲
を
以
七
戸
江
御
追
放
被
仰
付
候
条
、
御
城
下
并
他
御
代
官
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処
江
立
入
候
ハ
ヽ
急
度
曲
事
可
被
仰
付
者
也
、

さ
ら
に
室
岡
村
甚
七
と
下
松
本
村
甚
助
へ
は
、

其
方
共
儀
、
於
村
方
怪
敷
集
会
有
之
ニ
付
、
被
遂
御
吟
味
候
処
、
一
向
宗
念
仏
信
仰
之
人
数
江
加
り
候
段
及
白
状
候
、
右
程
之

儀
は
兼
々
御
制
禁
候
之
間
、
急
度
被
仰
付
様
も
有
之
候
得
共
、
御
慈
悲
を
以
御
用
捨
被
成
遣
候
条
、
向
後
右
之
儀
急
度
相
止
メ
、

堅
く
立
入
申
間
敷
旨
証
文
可
差
出
旨
被
仰
付
、

と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
た
。
彼
ら
が
処
罰
さ
れ
た
の
は
、｢

大
勢
申
合
怪
敷
集
会｣

を
催
し
、
そ
れ
が

｢

一
向
宗
念
仏
信
仰｣

の
た

め
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
盛
岡
藩
で
は

｢

兼
々
御
制
禁｣

で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
次
郎
助
に
は
野
田
追

放
、
覚
之
丞
に
は
七
戸
追
放
と
か
な
り
重
い
刑
が
下
さ
れ
て
い
る
。

翌
月
四
日
、
福
岡
通
下
役
金
田
一
治
左
衞
門
へ
、

右
は
同
役
足
沢
兵
五
左
衛
門
勤
筋
不
埒
之
心
得
之
処
、
右
江
も
た
れ
居
、
足
沢
村
御
百
姓
共
追
々
願
出
候
趣
押
置
、
此
度
之
次

第
ニ
至
り
、
段
々
御
仁
恵
被
成
下
置
候
御
時
節
、
勘
弁
も
不
仕
、
勤
筋
ニ
も
不
似
合
無
調
法
至
極
ニ
付
、
被
仰
付
方
も
有
之
候

得
共
、
御
憐
愍
を
以
下
役
御
取
上
、
差
扣
被
仰
付
候
様
仕
度
奉
伺
上
候
、

ま
た
、
足
沢
彦
惣
知
行
所
足
沢
村
百
姓
佐
五
左
衞
門
へ
は

右
は
同
役
足
沢
兵
五
左
衛
門
勤
筋
不
埒
之
心
得
之
処
、
右
江
も
た
れ
居
、
足
沢
村
御
百
姓
共
追
々
願
出
候
趣
押
置
、
此
度
之
次

第
ニ
至
り
、
段
々
御
仁
恵
被
成
下
置
候
御
時
節
、
勘
弁
も
不
仕
、
勤
筋
ニ
も
不
似
合
無
調
法
至
極
ニ
付
、
被
仰
付
方
も
有
之
候

得
共
、
御
憐
愍
を
以
下
役
御
取
上
、
差
扣
被
仰
付
候
様
仕
度
奉
伺
上
候
、

と
、
下
役
の
苛
斂
誅
求
の
結
果
足
沢
村
の
百
姓
た
ち
が
蜂
起
し
た
た
め
、
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
て
下
役
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
差
扣
を
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命
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
足
沢
村
の
知
行
主
足
沢
彦
惣
に
対
し
て
も
同
日
、

知
行
所
取
扱
方
ニ
付
、
聊
思
召
入
ニ
不
相
当
之
儀
相
聞
得
候
付
、
御
沙
汰
之
趣
恐
入
差
扣
申
出
、
願
之
通
御
目
付
江
申
渡
之
、

と
、
願
の
通
り
差
扣
を
申
し
渡
さ
れ
た

(

�)

。

七
月
十
七
日
付
の
百
姓
に
対
す
る
処
罰
と
八
月
四
日
付
の
福
岡
通
下
役
等
に
対
す
る
処
罰
と
は
一
件
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
、
同
村
に
お
い
て
は
、
十
年
ほ
ど
前
か
ら

｢

過
役
毎
年
被
申
付｣

て
い
た
と
こ
ろ
に
、
前
年
が
凶
作
で
あ
っ
た
た
め
に
百
姓
が

堪
え
き
れ
ず
、｢

村
老｣
を
通
じ
て
知
行
主
足
沢
彦
惣
に
訴
え
た
。
し
か
し
、｢

地
頭
大
に
し
か
り
下
ヶ
、
直
々
御
目
付
を
以
可
願
出｣

と
、
窮
状
を
聞
き
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
百
姓
た
ち
は
藩
庁
へ
訴
え
出
る
こ
と
を
決
意
、
一
揆
を
起
こ
し
、
て

沼
宮
内
代
官
所
田
頭
村
に
出
た
と
こ
ろ
を
、
五
戸
代
官
が
説
得
し
て
帰
村
さ
せ
た
、
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
七
月
の
百
姓
に
対
す
る

判
決
の
中
に
あ
る

｢

怪
敷
集
会｣

は

｢
一
向
宗
念
仏｣

の
た
め
と
は
い
っ
て
い
る
も
の
の
、
一
揆
に
関
す
る
百
姓
た
ち
の
集
会
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
追
放
刑
と
い
う
比
較
的
重
い
処
罰
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

(

�)

本
節
で
紹
介
す
る
事
件
は
、
藩
法
研
究
会
編

『
近
世
刑
事
史
料
集
１

盛
岡
藩』

(

創
文
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
六
〇
頁
に
あ
る
。

(

�)

前
掲

『

近
世
刑
事
史
料
集
１

盛
岡
藩』

一
〇
六
二
頁

(

�)

前
掲

『

近
世
刑
事
史
料
集
１

盛
岡
藩』

一
〇
七
五
頁

(

�)

前
掲

『

近
世
刑
事
史
料
集
１

盛
岡
藩』

一
〇
七
七
頁
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第
四
章

｢

雑
書｣

を
は
じ
め
と
す
る
諸
史
料
に
お
け
る
強
訴
徒
党
事
件
の
記
述
と

｢

刑
罪｣

｢
刑
罪｣

で
採
録
さ
れ
た
強
訴
徒
党
事
件
は
、
他
の
史
料
で
は
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
れ
ら
を

記
録
し
た
史
料
情
報
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
不
十
分
な
検
討
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
が
、
手
元
に
あ
る
デ
ー
タ
を
で
き

う
る
限
り
動
員
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
一
節

文
化
十
一
年
七
月
〜
八
月
宮
古
通
代
官
所
に
お
け
る
蔵
入
地
願
を
め
ぐ
る
処
罰

前
章
第
一
節
で

｢

刑
罪｣

に
お
け
る
当
該
事
件
の
記
述
を
た
ど
っ
た
が
、｢

雑
書｣

で
は
ま
ず
八
月
二
十
三
日
付
で
宮
古
通
代
官

中
里
治
右
衛
門
に
、

其
方
知
行
所
宮
古
代
官
所
之
内
中
里
村
、
摂
待
村
、
中
島
村
百
姓
共
訴
訟
の
多
々
を
騒
立
候
ニ
付
、
一
先
被
遂
御
吟
味
候
処
、

対
地
頭
難
相
勤
筋
有
之
、
御
蔵
入
地
ニ
被
成
下
度
段
申
上
候
、
畢
竟
其
方
常
百
姓
共
取
扱
不
宜
、
且
過
役
等
も
申
付
不
正
之
筋

も
相
聞
得
候
、
被
仰
付
様
も
有
之
候
得
共
、
御
憐
憫
を
以
右
三
ヶ
所
知
行
所
御
取
上
、
御
金
方
を
以
被
下
置
差
控
御
免
被
成
旨

被
仰
出
、

と
あ
る
よ
う
に
、｢

刑
罪｣

と
ほ
ぼ
同
文
で

｢

知
行
所
取
上｣

、｢

御
金
方
へ
被
下
置｣

と
い
う
処
分
が
下
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る

(

�)

。

と
こ
ろ
が
、
翌
年
九
月
十
七
日
の

｢

雑
書

(

�)｣

に
、
宮
古
通
中
里
村
元
中
里
治
右
衛
門
老
名
百
姓
斎
太
に
対
し
て
、

其
方
儀
元
地
頭
中
里
治
右
衛
門
兼
々
百
姓
共
取
扱
不
宜
ニ
付
、
去
年
六
月
惣
百
姓
共
一
統
御
蔵
入
御
百
姓
ニ
被
成
下
度
旨
願
上
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候
節
、
其
方
頭
立
管
言
い
た
し
、
願
書
案
文
迄
差
図
候
旨
及
白
状
候
、
地
頭
不
宜
取
扱
ニ
付
願
筋
有
之
候
ハ
ヾ
、
兼
て
御
沙
汰

之
通
百
姓
共
之
内
一
両
人
も
罷
出
可
申
上
処
、
無
其
儀
一
統
騒
立
ニ
相
成
、
老
名
之
其
方
専
取
鎮
可
申
儀
ニ
候
所
、
都
て
頭
人

之
致
方
重
き
無
調
法
ニ
付
、
死
罪
ニ
も
可
被
仰
付
程
之
事
ニ
候
得
共
、
別
段
之
御
慈
悲
を
以
田
名
部
牛
滝
へ
御
追
放
被
仰
付
候

条
、
御
城
下
并
他
代
官
所
へ
立
入
候
ハ
ヾ
曲
事
可
被
仰
付
者
也
、

と
あ
る
よ
う
に
、
騒
動
に
対
し
て
願
書
の
案
文
作
成
に
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
か
ど
で
牛
滝
に
追
放
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
た
。

ま
た
、
同
村
百
姓
万
右
衛
門
に
対
し
て
は
、

其
方
儀
、
元
地
頭
中
里
治
右
衛
門
兼
々
百
姓
共
取
扱
方
不
宜
ニ
付
、
去
年
六
月
惣
百
姓
共
御
蔵
入
御
百
姓
ニ
被
成
下
度
旨
願
相

企
候
節
、
一
向
ニ
存
不
申
旨
申
出
、
仮
令
慎
中
ニ
て
も
一
統
騒
立
ニ
相
成
候
儀
不
存
申
、
畢
竟
同
意
之
内
在
之
所
よ
り
其
侭
に

拾
置
候
段
、
地
頭
よ
り
役
人
ニ
も
申
付
置
候
者
不
似
合
不
届
至
ニ
付
、
被
仰
付
様
も
有
之
候
得
共
、
別
段
之
御
慈
悲
を
以
五
戸

へ
御
追
放
被
仰
付
候
条
、
御
城
下
并
他
代
官
所
へ
立
入
候
ハ
ヾ
曲
事
可
被
仰
付
者
也
、

百
姓
た
ち
が
騒
動
を
起
こ
す
の
を
そ
の
ま
ま
捨
て
置
い
た
こ
と
が
、
村
役
人
と
し
て

｢

不
似
合｣

、
不
届
で
あ
る
と
し
て
、
五
戸
へ

追
放
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
村
仮
肝
入
徳
右
衛
門
に
対
し
て
は
、

其
方
儀
元
地
頭
中
里
治
右
衛
門
兼
々
百
姓
共
取
扱
方
不
宜
ニ
付
、
去
年
六
月
惣
百
姓
共
一
統
御
蔵
入
御
百
姓
ニ
被
成
下
度
旨
之

願
相
企
候
節
、
同
意
不
致
候
得
共
、
病
中
ニ
て
取
鎮
兼
候
旨
申
出
、
仮
肝
煎
ト
ハ
乍
申
、
一
統
騒
立
候
事
故
幾
重
ニ
も
取
鎮
可

申
処
、
不
行
届
段
無
調
法
至
極
ニ
付
、
被
仰
付
様
も
有
之
候
得
共
、
別
段
之
御
慈
悲
を
以
宮
古
代
官
所
中
住
居
並
徘
徊
共
ニ
御

構
不
（
マ
マ
）
被
成
旨
、
被
仰
付
者
也
、
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と
、
騒
動
を
起
こ
す
こ
と
に
同
意
せ
ず
、
な
お
か
つ
病
中
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
万
右
衛
門
同
様
蜂
起
を
取
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
宮
古
代
官
所
か
ら
の
追
放
を
命
じ
ら
れ
た
。

こ
の
事
件
に
関
す
る

｢

雑
書｣

の
記
録
は
代
官
の
処
罰
の
部
分
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
も
の
の
、
若
干
時
期
が
離
れ
て
い
る
と
は
い

え
、｢

刑
罪｣
に
存
在
し
な
い
村
方
の
処
罰
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。

第
二
節

文
化
十
二
年
四
月
八
幡
・
寺
林
・
鬼
柳
・
黒
沢
尻
・
二
子
・
万
丁
目
通
に
お
け
る
買
上
米
を
め
ぐ
る
一
揆
に
関
す

る
処
罰

こ
の
事
件
に
関
す
る

｢

刑
罪｣

の
記
録
は
、
ほ
と
ん
ど
代
官
の
処
罰
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、｢

雑
書｣

で
は
、
同
年
七
月

十
日
の
記
事
で
、
二
子
・
万
丁
目
通
村
崎
野
村
徳
助
に
対
し
て
、

其
方
儀
、
先
頃
御
百
姓
茂
津
志
田
迄
大
勢
罷
出
候
節
、
重
々
進
出
願
向
申
出
候
上
、
願
通
り
聞
届
候
旨
之
書
付
も
乞
請
持
参
仕

候
段
不
埒
至
極
に
付
籠
舎
被
仰
付
置
候
処
、
重
キ
無
調
法
可
被
仰
付
候
得
共
、
御
慈
悲
を
以
花
輪
御
銅
山
へ
御
追
放
被
仰
付
候

条
、
御
城
下
並
他
御
代
官
所
へ
立
入
候
ハ
ヾ
、
曲
事
可
被
仰
付
者
也

(

�)

、

と
あ
る
よ
う
に
、
騒
動
に
際
し
て

｢

重
々
進
出｣

し

｢

願
向
申
出｣
た
こ
と
、
ま
た
願
向
が
聞
き
届
け
ら
れ
る
旨
の
書
付
を
要
求
し
、

持
参
し
た
こ
と
を

｢

不
埒
至
極｣

と
し
て
、
花
輪
銅
山
へ
の
追
放
を
命
じ
る
判
決
が
出
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
か

ど
で
二
子
・
万
丁
目
通
上
根
子
村
長
助
に
は
野
田
へ
の
追
放
が
、
鬼
柳
・
黒
沢
尻
通
横
川
目
村
茂
吉
こ
と
茂
兵
衛
へ
は
、
五
戸
市
川

へ
の
追
放
が
申
し
渡
さ
れ
た
。
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同
年
五
月
二
十
日
付
で
は
、
八
幡
・
寺
林
通
松
林
寺
村
元
肝
入
門
右
衛
門
へ
、

其
方
儀
肝
入
勤
中
、
御
村
方
よ
り
御
買
米
取
扱
方
宜
し
か
ら
ず
下
埒
至
極
に
付
、
急
度
御
糺
明
な
さ
る
べ
く
、
一
先
鹿
角
へ
御

追
放
向
よ
り
御
引
付
な
さ
れ
候
処
、
此
度
御
慈
悲
を
以
御
糺
な
く
、
野
田
へ
御
追
放
仰
付
ら
れ
候
条
、
御
城
下
并
御
代
官
処
へ

立
入
候
は
ゝ
曲
事
仰
付
ら
る
べ
き
者
也

(

�)

、

と
い
う
記
事
が
あ
り
、｢

刑
罪｣

と
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
門
右
衛
門
の
野
田
追
放
を
記
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
、
同
村
堀
江
勇
蔵
知
行
処
久
八
と
い
う
者
に
対
し
て
は
十
二
月
二
十
九
日
付
で
、

其
方
儀
、
当
六
月
御
吟
味
の
義
こ
れ
あ
り
御
呼
出
成
さ
れ
候
処
、
欠
落
候
旨
訴
出
候
に
付
、
御
詮
議
之
儀
御
代
官
并
地
頭
へ
御

沙
汰
な
さ
れ
候
処
、
居
村
山
中
并
家
内
に
忍
居
、
御
捕
押
御
吟
味
を
遂
げ
ら
れ
候
処
、
御
買
米
一
件
に
付
、
御
蔵
肝
入
門
右
衛

門
方
へ
老
名
共
申
合
罷
越
承
候
処
、
相
分
り
も
う
さ
ず
候
に
付
、
地
頭
へ
願
筋
之
儀
相
談
相
企
候
処
よ
り
事
起
り
、
追
々
三
通

御
百
姓
共
出
訴
に
及
び
候
、
其
上
数
日
忍
居
候
段
無
調
法
至
極
に
付
、
急
度
仰
付
ら
れ
様
も
こ
れ
あ
り
候
得
共
、
別
段
之
御
慈

悲
を
以
、
田
名
部
九
艘
泊
へ
御
追
放
仰
付
ら
れ
候
条
、
御
城
下
并
他
御
代
官
所
へ
立
入
候
は
ゝ
曲
事
仰
付
ら
る
べ
き
者
也

(

�)

、

と
記
さ
れ
て
い
る
。
久
八
は
、
買
米
の
件
に
つ
い
て
藩
当
局
に
強
訴
す
る
か
ど
う
か
の
相
談
に
加
わ
り
、
計
画
し
た
こ
と
、
そ
れ
に

加
え
て
藩
当
局
の
詮
議
に
際
し
て
逃
亡
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
田
名
部
九
艘
泊
へ
の
追
放
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
村

堀
江
儀
平
知
行
所
の
百
姓
清
助
に
対
し
、

其
方
儀
、
当
六
月
御
吟
味
之
儀
こ
れ
あ
り
御
呼
出
成
さ
れ
候
処
、
欠
落
候
旨
訴
出
候
に
付
、
御
詮
議
之
儀
御
代
官
并
地
頭
へ
御

沙
汰
成
さ
れ
候
処
、
居
村
山
中
并
家
内
に
忍
居
御
捕
押
、
御
吟
味
を
遂
げ
ら
れ
候
処
、
御
買
米
一
件
に
付
其
方
宅
へ
同
所
給
所

百
姓
共
七
、
八
人
相
招
き
、
銘
々
地
頭
へ
願
筋
之
儀
相
談
相
企
候
処
よ
り
事
起
り
、
追
々
三
通
御
百
姓
共
出
訴
に
及
び
候
、
其
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上
数
日
忍
居
候
段
無
調
法
至
極
に
付
、
急
度
仰
付
ら
れ
様
も
こ
れ
あ
り
候
得
共
、
別
段
之
御
慈
悲
を
以
、
田
名
部
牛
滝
へ
御
追

放
仰
付
ら
れ
候
条
、
御
城
下
并
他
御
代
官
所
へ
立
入
候
は
ゞ
曲
事
仰
付
ら
る
者
也

(

�)

、

と
あ
る
。
買
米
制
度
に
関
し
て
自
宅
に
百
姓
七
、
八
人
を
招
い
て
藩
に
対
す
る
訴
願
の
相
談
を
し
、
そ
れ
が
騒
動
の
発
端
と
な
っ
た

こ
と
と
、
久
八
同
様
詮
議
の
際
、
数
日
間
に
わ
た
り

｢

欠
落｣

し
た
こ
と
を
理
由
に
、
田
名
部
牛
滝
へ
の
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
。

ち
な
み
に
同
年
五
月
十
日
の
記
事
に
は
、
八
幡
・
寺
林
通
の

｢

百
姓
共｣

宛
に
、

去
秋
買
米
割
付
之
儀
、
駒
ヶ
嶺
六
郎
、
帳
付
与
六
と
申
者
な
れ
合
、
私
欲
奸
曲
之
助
を
以
、
割
増
い
た
し
候
趣
相
聞
得
、
一
統

難
義
も
致
居
候
百
姓
共
不
便
之
義
と
思
召
、
御
憐
憫
を
以
、
五
百
駄
御
下
け
下
さ
る
べ
き
旨
仰
出
さ
る

(

�)

、

と
、
代
官
お
よ
び
帳
付
に
よ
る
買
米
割
増
の
被
害
を
被
っ
た
百
姓
に
対
し
て
、
五
百
駄
を
下
さ
れ
る
旨
の
策
が
示
さ
れ
た
。

当
該
事
件
に
関
し
、｢

刑
罪｣

は
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
不
正
を
は
た
ら
い
た
代
官
及
び
肝
入
に
対
す
る
処
罰
を
中
心
に
記

事
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
、
事
が
大
き
く
な
る
発
端
と
な
っ
た
百
姓
た
ち
の
訴
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
と
こ

ろ
が
な
い
が
、｢

雑
書｣

で
は
騒
動
を
企
画
し
た
百
姓
に
対
す
る
処
罰
に
つ
い
て
筆
が
及
ん
で
お
り
、
む
し
ろ
そ
れ
が
こ
の
事
件
に

関
す
る
記
事
の
中
心
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

(

�)(

�)

前
掲

『

編
年
百
姓
一
揆
史
料
集
成』

第
九
巻
、
四
六
八
頁

(

�)

前
掲

『

編
年
百
姓
一
揆
史
料
集
成』

第
九
巻
、
五
〇
七
頁

(

�)(

�)(

�)(

�)

前
掲

『

編
年
百
姓
一
揆
史
料
集
成』

第
九
巻
、
五
〇
八
頁
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第
五
章

ま
と
め
と
課
題

こ
れ
ま
で
、
文
化
年
間
と
い
う
限
定
さ
れ
た
時
期
の
、
し
か
も
強
訴
徒
党
と
い
う
限
ら
れ
た
事
件
に
関
す
る
裁
判
史
料
を
材
料
と

し
て
、
若
干
の
考
察
を
行
っ
た
。

今
回
分
析
対
象
と
し
た
強
訴
徒
党
事
件
に
つ
い
て
い
う
と
、｢

刑
罪｣

で
は
騒
動
の
中
心
に
い
る
頭
人
や
参
加
百
姓
に
対
す
る
処

罰
内
容
へ
の
言
及
が
な
い
も
の
が
目
立
っ
た
。
百
姓
側
に
対
す
る
処
分
内
容
に
つ
い
て
は

｢

雑
書｣

に
記
述
が
あ
り
、
補
充
的
に
そ

れ
ら
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
処
罰
の
全
体
像
に
若
干
な
が
ら
近
づ
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。

筆
者
が
刊
行
に
関
わ
っ
た
、
盛
岡
藩

｢

刑
罪｣

は
同
藩
に
お
け
る
公
式
か
つ
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
判
決
記
録
集
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
文
書
は
同
藩
に
お
け
る
判
決
を
網
羅
的
に
集
積
し
た
も
の
で
は
な
く
、
処
罰
内
容
の
記
録
が
不
完
全
で
あ
っ
た
り
、
事
件

事
態
が
採
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
し
か
も
採
録
さ
れ
て
い
な
い
事
件
は
軽
微
な
も
の
、
重
要
性
の
低
い
も
の
と
は
限
ら
ず
、

藩
政
史
上
重
大
と
さ
れ
て
い
る
事
件
の
判
決
が
欠
け
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
よ
り
完
全
な
事
件
内
容
や
判
決
内
容
に
近
づ
く
た
め
に

は
、
少
な
く
と
も

｢

雑
書｣

や

｢

御
家
被
仰
出｣

と
い
っ
た
行
政
記
録
と
の
照
合
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
盛
岡
藩

に
限
ら
ず
、
他
藩
に
残
存
す
る
裁
判
し
領
収
の
分
析
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
第
一
章
で
言
及
し
た
文
政
元
年
の
厨
川
・
飯
岡
通
農
民
に
よ
る
借
銭
年
賦
要
求
騒
動
で
あ
る
が
、
前
述
の
通
り｢

刑
罪｣

で
は
採
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、｢

雑
書｣

に
は
事
件
そ
の
も
の
の
記
事
は
あ
る
も
の
の
、
百
姓
に
対
す
る
教
諭
の
中
で
引
き
合
い
に
出

さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
加
え
て

｢

雑
書｣

に
記
さ
れ
て
い
る
百
姓
へ
の
処
分
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
文
書
が
あ
る
。
こ
の
点
は

罪
状
と
処
罰
と
の
相
関
関
係
を
分
析
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
に
、
注
意
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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本
稿
に
お
い
て
は
、
文
化
期
と
合
わ
せ
て
文
政
期
に
お
け
る
強
訴
徒
党
事
件
の
分
析
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
文
化
期
の
分
析

に
手
間
取
り
、
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、｢

刑
罪｣

に
は
役
人
の
不
正
に
関
す
る
判
決
記
録
が
少
な
か
ら
ず
採
録

さ
れ
て
お
り
、
事
例
を
紹
介
し
つ
つ
分
析
す
る
こ
と
も
検
討
し
た
が
、
こ
れ
も
果
た
せ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿
に
期

し
た
い
。

（
二
〇
一
一
年
一
月
一
六
日
脱
稿
）
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Punishments for Goso Toto Riots in Morioka

Clan during the Bunka Era

Hiromitsu MORIYA

In this paper, I explain “Goso Toto” cases of a collection of Morioka clan

criminal case, “Keizai” during of “Bunka” era’, and discuss the attributes of

the description while comparing with Morioka clan’s official diary “Zassyo”

and statute book, “Oie-ooseidasare”.

“Keizai” is a systematic and comprehensive Morioka clan’s law reports.

But there are some serious cases which is fonded in this document. Also

there are some important cases which is fonded in “Zassyo” while not be

recored in “Keizai”.

In “Keizai”, there are some cases which is not recorded all punishments.

About “Goso Toto” cases, there are cases which has no record punishmets to

farmers. There are also the same trend, which is seemed to be reluctant to

keep a record of punishing farmers who caused the riot in the official records

of Morioka clan.
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